
 

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議（第９回） 

（持ち回り開催） 

 

日時：令和２年３月 26日（木） 

 

議 事 次 第 

 

１．議 事 

（１）新型コロナウイルス感染症について 

（２）その他 

 

 

（配布資料）    

資料１ 厚生労働大臣による内閣総理大臣への報告案 



 
 

 
 
 
 

内閣総理大臣  安倍 晋三 殿 
 
 
 

厚生労働大臣 加藤 勝信       
 
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第二項の規

定により読み替えて適用する同法第十四条の規定に基づく報告に

ついて 
 
 

新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第一条の二第二項の規定

により読み替えて適用する同法第十四条の規定に基づき、別添のとお

り報告します。 

  

資料１ 



 
 

報 告 （案） 

令和２年３月 26日 

 

１．新型コロナウイルス感染症の発生の状況 

（１）国内における発生の状況 

 ①国内における感染者数等 

  ・ 本年１月 15 日に、国内においてはじめて新型コロナウイルス感染症の感

染者が確認された。 

  ・ 同年３月 25 日 18 時までに、国内の感染者数は 1,292 人、死亡者数は 45

人となっている。 

 ②国内における発生の状況の分析等 

・ 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」（令和２年３月 19日

新型コロナウイルス感染症対策専門家会議）において、「北海道以外の新規感

染者数は、日ごとの差はあるものの、都市部を中心に漸増しており、３月 10

日以降、新規感染者数の報告が 50例を超える日も続いています。また、高齢

者福祉施設で集団感染が発生する事例があります。」、「感染源（リンク）が分

からない感染者の増加が生じている地域が散発的に発生しています。」、「日

本国内の感染の状況については、３月９日付の専門家会議の見解でも示した

ように、引き続き、持ちこたえていますが、一部の地域で感染拡大がみられ

ます。諸外国の例をみていても、今後、地域において、感染源（リンク）が

分からない患者数が継続的に増加し、こうした地域が全国に拡大すれば、ど

こかの地域を発端として、爆発的な感染拡大を伴う大規模流行につながりか

ねないと考えています。」等とされており、その後更に感染者数の増加が見ら

れる。 

 

（２）海外における発生の状況 

 ・ 世界保健機関は、本年３月 11 日の会見において、新型コロナウイルス感染

症について、パンデミック（世界的な大流行）とみなすことができる旨を表明



 
 

している。 

 ・ 世界的に感染者数と死亡者数の急激な拡大が見られる。 

  ※ 新型コロナウイルス感染症の発生状況（括弧内は本年３月 11日との比較） 

 本年３月 11日 同月 19日 同月 25日 

感染が報告さ

れた国・地域 

110か国・地域 161か国・地域 187か国・地域 

感染者数 118,650人 210,469 人（1.77

倍） 

415,856 人（3.50

倍） 

死亡者数 4,294人 8,873人（2.07倍） 18,353 人（ 4.27

倍） 

 

（３）海外において感染し、国内に移入したと疑われる感染者の発生の状況 

・ 本年３月 19 日以降、海外において感染し、国内に移入したと疑われる感染

者が連日 10 人以上確認されており、また、これらの者が国内で確認された感

染者のうちに占める割合も増加している。また、移入元の国が流行当初は中華

人民共和国に集中していたが、現在までに欧州を中心として多様化しており、

増加と多様化の両面の影響を今後受ける可能性がある。 

 

２． 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の病状の程度 

・ 「新型コロナウイルス感染症対策の状況分析・提言」において「この感染症

に罹患しても約 80％の人は軽症で済む」、「５％程の方は重篤化し、亡くなる方

もいる」、「高齢者や基礎疾患を持つ方は特に重症化しやすい」等とされている。

こうした重症度については、 致死率が極めて高い感染症ほどではないものの、

季節性インフルエンザと比べて高いリスクがあると認められる。 

 

３．新型コロナウイルス感染症のまん延のおそれ 

・ 上記の状況に鑑み、新型コロナウイルス感染症について、そのまん延のおそ

れが高いと認められる。 
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